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第３ 年金特別徴収関係帳票 Ｃ帳票レイアウト仕様書３ 

 

①非課税者年特停止通知 （圧着ハガキ） ※印字あり 

 

a-No.1    

      a-No.3／a-No.11        

      a-No.4／a-No.12        

      a-No.5／a-No.13        

      a-No.6／a-No.14        

      a-No.7／a-No.15        

      a-No.8／a-No.16        

      a-No.9／a-No.17        

 a-No.2（バーコード）       

  ※市民税・県民税・森林環境税に関するお知らせ 

 

 

 

 

 

令和〇年〇〇月〇〇日 

浜松市長 

   〇〇 〇〇 

令和〇年度 市民税・県民税・森林環境税 

公的年金からの特別徴収税額変更のお知らせ 

 

 あなた様の令和〇年度の市民税・県民税・森林環境税

を計算しましたところ、年金所得に係る税額が０円と

なりました。そのため、昨年度の納税通知書にてお知ら

せしました、本年度４月、６月及び８月の公的年金から

の特別徴収税額は右記のとおり変更になります。 

 これに伴い、昨年度から継続している公的年金から

の特別徴収（引き落とし）について、８月分以降の特別

徴収を停止します。 

    ≪お問い合わせ先≫         

浜松市役所 財務部 市民税課  

市民税総括グループ       

電話（０５３）４５７－２１６２ 

氏名   ： b-No.3 

宛名番号 ： b-No.2 

 

特別徴収を行う公的年金の支払者の名称・種類等 

公的年金の種類 b-No.8 

支払者の名称 b-No.6 

法人番号 b-No.9 

 

公的年金からの特別徴収税額      （単位：円） 

 令和〇年４月 令和〇年６月 令和○年８月 

変更前 b-No.13 b-No.14 b-No.15 

変更後 b-No.16 b-No.17 b-No.18 

 

４月及び６月に支給される公的年金からの特別徴

収は停止することができないため、変更前の税額が引

き落とされます。 

引き落とされた税額は、準備が整い次第、還付（充

当又は委託納付）させていただきます。 

詳しくは、後日、税務総務課から送付される「過誤

納還付充当通知書」をご確認ください。 

 

＊年金支払者の事務処理の都合により、引き落としが停止されている

場合があります。 

 
財務部 市民税課 給付総括グループ 

〒４３０－０９４８ 

浜松市中央区元目町１２０番地の１ 元目分庁舎２階 

☎（０５３）４５７－２１６２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※内部情報が見えないように模様加工等を施

すこと 

公印 

 
料金後納 

郵 便 


